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添付資料 2.1.16 

 

米国ガイド（NEI-06-12及び NEI-12-06）で参考とした事項 

について 

 

大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる大規模損壊についての前提条件を設定するに当た

り，米国における大規模自然災害への対応ガイド（NEI-12-06）及

び航空機テロへの対応ガイド（NEI-06-12）も参考にしている。 

これらガイドラインは以下のような内容である。 

 

 

 

 

 

添付資料2.1.16 

 

米国ガイド（NEI06-12及びNEI12-06）で参考とした事項 

について 

 

大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる大規模損壊についての前提条件を設定するに当た

り，米国における大規模自然災害への対応ガイド（NEI12-06）及

び航空機テロへの対応ガイド（NEI06-12）も参考にしている。 

これらガイドラインは以下のような内容である。（第1図） 

 

 

第1図 米国ガイド（NEI12-06及びNEI06-12）の概要 

 

 

添付資料 2.1.16 

 

米国ガイド（NEI 06-12及び NEI 12-06）で参考とした事項 

について 

  

大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる大規模損壊についての前提条件を設定するに当た

り，米国における大規模自然災害への対応ガイド（NEI 12-06）及

び航空機テロへの対応ガイド（NEI 06-12）も参考にしている。  

これらガイドラインは以下のような内容である。 
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添付資料2.1.17 

 

大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況について 

 

大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然災害（地

震，津波）及び故意による大型航空機の衝突が発生した場合に備

えた重大事故等対処設備等の配備及び防護について，対応状況を

表１に示す。 

なお，これらの対応については，2.1.2.3（1）に示す「大規模

な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズム

への対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な考

え方」に基づく。 
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大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況について 

 

大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然災害（地震，

津波，竜巻）及び故意による大型航空機の衝突が発生した場合に備

えた重大事故等対処設備等の配備及び防護について，対応状況を第

1表に示す。 

なお，これらの対応については，2.1.2.3(1)に示す「大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの

対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な考え方」に

基づく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料2.1.17 

 

大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況について 

 

大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然災害（地

震，津波）及び故意による大型航空機の衝突が発生した場合に備

えた重大事故等対処設備等の配備及び防護について，対応状況を

第１表に示す。 

なお，これらの対応については，2.1.2.3（1）に示す「大規模

な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な

考え方」に基づく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に竜巻は大規

模損壊を発生させる可

能性は無いと想定 
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表 1 大規模損壊発生時の可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況(1/2) 

 

○大規模地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1表 大規模損壊発生時の可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況(1／3) 

 

○大規模地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１表 大規模損壊発生時の可搬型重大事故等対処設備等の配備 

及び防護の状況（１／２） 

 

○大規模地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，機器の

輸送手段の確保に消火

活動を記載 
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○大規模な津波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1表 大規模損壊発生時の可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況(2／3) 

 

○大規模な津波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大規模な津波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・想定事象の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

大規模損壊時におけ

る津波浸水想定の相違 
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表 1 大規模損壊発生時の可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況(2/2) 

 

○故意による大型航空機の衝突 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1表 大規模損壊発生時の可搬型重大事故等対処設備等の 

配備及び防護の状況(3／3) 

 

○故意による大型航空機の衝突 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１表 大規模損壊発生時の可搬型重大事故等対処設備等の配備 

及び防護の状況（２／２） 

 

○故意による大型航空機の衝突 
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 ○大規模竜巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に竜巻は大規

模損壊を発生させる可

能性は無いと想定 
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添付資料2.1.21 

 

発電所対策本部体制と指揮命令及び情報の流れについて 

 

当社は福島第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏ま

え，事故以降，原子力防災組織の見直しを進めてきている。具体

的には，緊急時訓練を繰り返し実施して見直しを重ね，実効的な

組織を目指して継続的な改善を行っているところである。 

こうした取り組みを経て現在柏崎刈羽原子力発電所において組

織している発電所対策本部の体制について，以下に説明する。 

 

１．基本的な考え方 

柏崎刈羽原子力発電所の原子力防災組織を図1 に示す。 

発電所対策本部の体制の構築に伴う基本的な考え方は以下の

とおり。 

・機能毎の整理 

まず基本的な機能を以下の４つに整理し，機能ごとに責任

者として「統括」を配置する。さらに「統括」の下に機能班

を配置する。 

① 情報収集・計画立案 

② 現場対応 

③ 対外対応 

④ ロジスティック・リソース管理 

これらの統括の上に，組織全体を統括し，意思決定，指

揮を行う「発電所対策本部長」を置く。 

このように役割，機能を明確に整理するとともに，階層

化によって管理スパンを適正な範囲に制限する。 

 

・権限委譲と自律的活動 

あらかじめ定める要領等に記載された手順の範囲内にお

いて，発電所対策本部長の権限は各統括，班長に委譲され

ており，各統括，班長は上位職の指示を待つことなく，自

律的に活動する。 

 

なお，各統括，班長が権限を持つ作業が人身安全を脅か

す状態となる場合においては,発電所対策本部長へ作業の

可否判断を求めることとする。 

・戦略の策定と対応方針の確認 

添付資料2.1.18 

 

重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方 

 

 

 

 

添付資料 2.1.18 

 

重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

柏崎は発電所対策本

部体制と指揮命令およ

び情報の流れに着目し

て記載しているのに対

し，島根２号炉は体制の

整備に関する全般的な

内容を，重大事故等時と

大規模損壊時の相違点

に着目した資料構成と

なっているが，基本的な

考え方に相違はない 

（柏崎記載内容につい

ては技術的能力 1.0.10

にて記載） 
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計画・情報統括は，発電所対策本部長のブレーンとして

事故対応の戦略を立案し，発電所対策本部長に進言する。

また，こうした視点から対応実施組織が行う事故対応の方

向性の妥当性を常に確認し，必要に応じて是正を助言する。 

・申請号炉と長期停止号炉の分離 

プラントごとに行う現場対応については，申請号炉であ

る6 号及び7 号炉と長期停止号炉である1～5 号炉に対応

する組織を分離する。 

・申請号炉の復旧操作対応 

申請号炉である6 号及び7 号炉については，万一の両プ

ラント同時被災の場合の錯綜する状況にも適切に対応でき

るようにするため，各号炉を統括する者をそれぞれに置き

（「6 号統括」と「7 号統括」），統括以下，号炉ごとに独立

した組織とすることで，要員が担当号炉に専念できる体制

とする。 

・発電所対策本部長の管理スパン 

以上のように統括を配置すると，発電所対策本部長は1

～7 号炉の現場の対応について，1～5 号統括，6 号統括，

7 号統括の3 名を管理することになる。 

発電所対策本部長は各統括に基本的な権限を委譲してい

ることから，3 名の統括を通じて全号炉の管理をするが，

プラントが事前の想定を超えた状況になり，2 基を超える

プラントで発電所対策本部長が統括に対して直接の指示を

行う必要が生じた場合には，発電所対策本部長の判断によ

り，発電所対策本部長が指名した者と発電所対策本部長が

役割を分割し，それぞれの担当号炉を分けて管理する。（図

2） 

・発電所全体に亘る活動 

発電所全体を所管する自衛消防隊は，火災の発生箇所，

状況に応じて，1～5 号統括，6 号統括，7 号統括のいずれ

かの指揮下で活動する。 

また，発電所全体を所管する保安班は，計画・情報統括

配下に配置する。 
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図1 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 
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図2 柏崎刈羽原子力発電所 発電所対策本部体制（概要） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 自衛消防隊体制 
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２．6 号及び7 号炉の重大事故時における複数同時火災時の対応 

（１）概要 

緊急時対応中に6 号及び7 号炉で火災が発生し同時に消火活動

が必要になった場合の対応について示す。6 号及び7 号炉の同時

火災については，6 号及び7 号炉の建屋本館内部（6 号及び7 号

炉で計2 箇所）での火災（以下「内部火災」という。）のケースと，

発電所敷地内での火災（以下「外部火災」という。）が2 箇所で発

生したケースの2 ケースを示す。 

（２）内部火災の場合 

ａ．前提条件 

・緊急時対応の最中に，原因を特定せず6 号及び7 号炉での

同時火災を想定する。 

・火災の発生防止対策，感知・消火対策を実施していること

から，初期消火要員が対応する火災は，原子炉建屋，ター

ビン建屋等の可燃物が少ない火災区域で発生し消火器で短

時間に消火できる規模の火災を想定する。 

・緊急時対応において，運転員の現場操作に際して消火活動

が必要な火災に対しては，運転員の一部を活用する。 

・発電用原子炉の運転状態として，６号及び７号炉共に運転

中，片方運転・片方停止，両方停止を想定し，各運転状態

における運転員の人数を前提とする。 

ｂ．内部火災での対応及び体制 

6 号及び7 号炉での同時火災に対する対応フローを図4 

に，初期消火要員の体制を図5 に示す。 

当直長は，火災の状況を含めプラント状況の把握や発電所

対策本部との連絡を行っていることから，初期消火活動の指

示と現場指揮本部設置までの活動の指揮を執る。消防隊長は，

号機統括の指示を受け，速やかに現場指揮本部を設置すると

ともに，設置後は消火活動の指揮を執る。指揮権の委譲の際

には，当直長と現場指揮者から状況説明を受ける。その後は，

現場指揮者からの直接的，間接的に適宜状況報告を受け両方

の火災対応の指揮を執るとともに，発電所対策本部との連絡

を行う。 

消火体制については，6 号及び7 号炉の同時火災発生に対

応するために，初期消火要員として選任されている運転員，

消防車隊員（委託）で2 班を編成する。初期消火要員に選任

されている運転員は発電用原子炉の運転状態に依らず通常3 

名（運転中は専任，1 ないし2 プラント停止中は1 名専任2 名
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兼任）であることから，他の運転員1 名を初期消火要員に充

て，1 班当たり運転員2 名，消防車隊3 名の計5 名で初期消

火活動を行う。 

なお，建屋内での火災発生に対して，発電用原子炉の高温

停止及び低温停止を達成し維持（以下「発電用原子炉の安全

停止」という。）するための安全機能を有する構築物，系統及

び機器（以下「安全機能を有する機器等」という。）を設置す

る区域で煙充満や放射線の影響（以下「煙充満の影響等」と

いう。）により消火活動が困難となる区域は，固定式消火設備

を設置する設計としており，当該火災区域での火災発生に対

して初期消火隊員に依存することなく，速やかな消火活動が

可能である。 

よって，プラントの運転状態に依らず緊急時対応中の6 号

及び7 号炉の同時火災に対して，プラント当たり１班５名の

初期消火要員で十分に消火活動が可能で，その活動も短時間

であることから，初期消火要員に充てた運転員は，消火活動

後速やかに現場操作対応を行うことが可能であり，緊急時対

応に支障を及ぼすことはない。初期消火要員に編入した運転

員は，消火活動が終了した時点で，消防隊長の判断により速

やかに本来の現場操作対応に戻ることとする。 

但し，原子力警戒態勢又は緊急時態勢が発令された場合に

は，号機統括が火災発生プラントの状況を最も把握している

ことから，消防隊長は消火活動を優先する号機統括の指揮・

命令のもとで，初期消火班に対して初期消火活動を指示する。 

優先する号炉の選定については，火災の発生箇所，状況に

応じて，発電所対策本部長が判断する。 

なお，号機統括，消防隊長が権限を持つ作業が人身安全を

脅かす状態となる場合においては,発電所対策本部長へ作業

の可否判断を求めることとする。 

本運用については，火災防護計画の関連文書に定める。 
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図4 建屋内部での同時火災に対する対応フロー 

 

 

 

図5 建屋内部での同時火災発生時の初期消火体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-495



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）外部火災の場合 

ａ．前提条件 

・外部火災として，緊急時対応中に発電所敷地内で現場操作

を妨げるような火災が同時に2 箇所で発生することを想定

する。 

・消火活動は化学消防自動車，消防ポンプ自動車の組合せに

より，消火活動を行う。 

・化学消防自動車の操作は，消防車隊が行う。 

 

・復旧班の現場操作に際して消火活動が必要な火災に対して

は，消防ポンプ自動車の操作が可能な復旧班現場要員を活

用する。 

ｂ．外部火災での対応及び体制 

6 号及び7 号炉での同時火災に対する対応フローを図6 

に，初期消火要員の体制を図7 に示す。 

外部火災における消火活動は，消防隊長が指揮を執る。通

常，敷地内の1 箇所の火災発生に対しては，火災対応のため

常時待機している消防車隊員6 名で十分対応可能であるが，

復旧班の現場操作に際して消火活動が必要な敷地内2箇所の

同時火災が発生した場合には，消防車隊員に加え復旧班現場

要員（6 号及び7 号炉各7 名）から注水隊員6 名を充て，消

火活動を行う。 

実際の消火活動は，化学消防自動車と消防ポンプ自動車の

組合せで行うことから，1 班当たり消防車隊3 名，注水隊員3 

名で2 班を編成し，2 箇所に分かれて消火活動を行う。その

際，消防車隊3 名は化学消防自動車の操作，注水隊3 名は消

防ポンプ自動車の操作を行う。 

一方，初期消火活動に充てられた注水隊員は本来緊急時の

原子炉圧力容器への注水対応を行うため，消火活動が終了し

た時点で，消防隊長の判断により速やかに原子炉圧力容器へ

の注水作業に戻ることとする。 

但し，原子力警戒態勢又は緊急時態勢が発令された場合に

は，号機統括が火災発生プラントの状況を最も把握している

ことから，消防隊長は消火活動を優先する号機統括の指揮・

命令のもとで，初期消火班に対して初期消火活動を指示する。 

優先する号機の選定については，火災の発生箇所，状況に

応じて，発電所対策本部長が判断する。 

なお，号機統括，消防隊長が権限を持つ作業が人身安全を
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脅かす状態となる場合においては,発電所対策本部長へ作業

の可否判断を求めることとする。 

本運用については，火災防護計画の関連文書に定める。 

 

 

図6 発電所敷地内での同時火災に対する対応フロー 

 

 

 

図7 緊急時における敷地内の同時火災発生時の初期消火体制 
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表1 自衛消防隊編成表（現場指揮本部） 
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３．役割・機能（ミッション） 

発電所対策本部における各職位の役割・機能（ミッション）

を，表２に示す。 

この中で，特に緊急時にプラントの復旧操作を担当する号機

班と復旧班，及び号機統括の役割・機能について，以下のとお

り補足する。 

○号機班 

プラント設備に関する運転操作について，当直による実際の

対応を確認する。この運転操作には，常設設備を用いた対応ま

で含む。 

これらの運転操作の実施については，発電所対策本部長から

当直副長にその実施権限が委譲されているため，号機班から特

段の指示がなくても，当直が手順にしたがって自律的に実施し，

号機班へは実施の報告が上がって来ることになる。万一，当直

の対応に疑義がある場合には，号機班長は当直に助言する。 

 

○復旧班 

設備や機能の復旧や，可搬型設備を用いた対応を実施する。 

これらの対応の実施については，復旧班にその実施権限が委

譲されているため，復旧班が手順にしたがって自律的に準備し，

号機統括へ状況の報告を行う。 

 

○号機統括 

当直及び号機班と復旧班の実施するプラント復旧操作に関す

る報告を踏まえて，担当号炉における復旧活動の責任者として

当該活動を統括する。 

なお，あらかじめ決められた範囲での復旧操作については当

直及び復旧班にその実施権限が委譲されているため，号機統括

は万一対応に疑義がある場合に是正の指示を行う。 

また，当該号炉の火災の場合には，自衛消防隊の指揮を行う。 
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表2 各職位のミッション 
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４．指揮命令及び情報の流れについて 

発電所対策本部において，指揮命令は基本的に発電所対策本

部長を頭に，階層構造の上位から下位に向かってなされる。一

方，下位から上位へは，実施事項等が報告される。これとは別

に，常に横方向の情報共有が行われ，例えば同じ号炉の号機班

と復旧班等，連携が必要な班の間には常に綿密な情報の共有が

なされる。 

なお，あらかじめ定めた手順の範囲内において，発電所対策

本部長の権限は各統括，班長に委譲されているため，その範囲

であれば特に発電所対策本部長や統括からの指示は要しない。

複数号炉にまたがる対応や，あらかじめ定めた手順を超えるよ

うな場合には，発電所対策本部長や統括が判断を行い，各班に

実施の指示を行うことになる。 

 

５．その他 

（１） 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の体制 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）については，上述

した体制をベースに，特に初動対応に必要な要員を中心に宿

直体制をとり，常に必要な要員数を確保することによって事

故に対処できるようにする。その後に順次参集する要員によ

って徐々に体制を拡大していくこととなる。 

（２） 要員が負傷した際の代行の考え方 

特に夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において万一

何らかの理由で要員が負傷する等により役割が実行できなく

なった場合には，平日昼間のように十分なバックアップ要員

がいないことが考えられる。こうした場合には，同じ機能を

担務する下位の職位の要員が代行するか，又は上位の職位の

要員が下位の職位の要員の職務を兼務する（例：復旧班長が

負傷した場合は復旧班副班長が代行するか，又は統括が兼務

する）。 

具体的な代行者の選定については，上位職の者（例えば班

長の代行者については統括）が決定する。 
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 重大事故等と大規模損壊との対応内容を整理し，その相違部分

を踏まえた体制の整備等の考え方を以下に取りまとめた。 

 

１．重大事故等への対応 

重大事故等の発生に対して，炉心の著しい損傷防止あるいは

原子炉格納容器の破損防止，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷防止及び原子炉運転停止中における燃料体の著しい

損傷防止を目的に発電所の体制及び発電所を支援するための体

制を整備している。重大事故等時に組織として適切な対応を行

うためには，事故対応に必要となる重大事故等対処設備の取扱

いと手順の策定が重要である。そこで重大事故等対処設備に係

る事項について，切替えの容易性及びアクセスルートの確保を

図り，復旧作業に係る事項について，予備品等の確保及び保管

場所等の整備を行っている。また，支援に係る事項，教育及び

訓練の実施並びに手順の整備に係る事項を，通常業務の組織体

制における実務経験を活かした体制で対応できるよう整備して

いる。 

 

重大事故等と大規模損壊との対応内容を整理し，その相違部分

を踏まえた体制の整備等の考え方を以下に取りまとめた。 

 

1．重大事故等への対応 

重大事故等の発生に対して，炉心の著しい損傷防止あるいは

原子炉格納容器の破損防止，燃料プール内の燃料体等の著しい

損傷防止及び原子炉運転停止中における燃料体の著しい損傷防

止を目的に発電所の体制及び発電所を支援するための体制を整

備している。重大事故等時に組織として適切な対応を行うため

には，事故対応に必要となる重大事故等対処設備の取扱いと手

順の策定が重要である。そこで重大事故等対処設備に係る事項

について，切替えの容易性及びアクセスルートの確保を図り，

復旧作業に係る事項について，予備品等の確保及び保管場所等

の整備を行っている。また，支援に係る事項，教育及び訓練の

実施並びに手順の整備に係る事項を，通常業務の組織体制にお

ける実務経験を活かした体制で対応できるよう整備している。 

 

 ２．大規模損壊への対応 

大規模損壊に至る可能性のある事象は，基準地震動ＳＳ及び基

準津波等の設計基準又は観測記録を超えるような規模の自然災

害並びに故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想

定しており，計装・制御系の喪失，大規模なＬＯＣＡ，原子炉

格納容器の損傷等のプラントが受ける影響並びに中央制御室の

機能喪失（当直（運転員）を含む），夜間及び休日（平日の勤

務時間帯以外）における参集要員の遅延，大規模な火災の発生

等の被害の程度が，重大事故等に比べて広範囲で不確定なもの

となる。 

このことから，発電所施設の被害状況等の把握を迅速に行う

とともに，得られた情報及び残存する資源等の活用により，「炉

心の著しい損傷の緩和」，「原子炉格納容器の破損緩和」，「使

用済燃料プールの水位確保及び燃料体の著しい損傷の緩和」又

は「発電所外への放射性物質の放出低減」を目的とした効果的

な対応を速やかかつ臨機応変に選択し実行することで事象進展

の抑制及び緩和措置を図る。 

 

 

 

2．大規模損壊への対応 

大規模損壊に至る可能性のある事象は，基準地震動Ｓｓ及び

基準津波等の設計基準又は観測記録を超えるような規模の自然

災害並びに故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを

想定しており，計装・制御系の喪失，大規模なＬＯＣＡ，原子

炉格納容器の損傷等のプラントが受ける影響並びに中央制御室

の機能喪失（運転員を含む。），夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）における参集要員の遅延，大規模な火災の発生等の被

害の程度が，重大事故等に比べて広範囲で不確定なものとなる。 

 

このことから，発電所施設の被害状況等の把握を迅速に行う

とともに，得られた情報及び残存する資源等の活用により，「炉

心の著しい損傷の緩和」，「原子炉格納容器の破損緩和」，「燃料

プールの水位確保及び燃料体の著しい損傷の緩和」又は「発電

所外への放射性物質の放出低減」を目的とした効果的な対応を

速やかかつ臨機応変に選択し実行することで事象進展の抑制及

び緩和措置を図る。 
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 ３．重大事故等と大規模損壊への対応の違い 

２項に示すとおり，大規模損壊時は重大事故等に比べてその

被害範囲が広範囲で不確定なものであり，重大事故等のように

損傷箇所がある程度限定された想定に基づく事故対応とは異な

る。そのため，発電所施設の被害状況等の把握を迅速に行うと

ともに，得られた情報及び残存する資源等の活用により，効果

的な対応を速やか，かつ臨機応変に選択し実行する。 

大規模損壊発生時は，共通要因で機能喪失することのない可

搬型重大事故等対処設備を活用した手順等で対応することによ

り，炉心損傷緩和，原子炉格納容器破損緩和等の措置を図る。 

 

3．重大事故等と大規模損壊への対応の違い 

2.項に示すとおり，大規模損壊時は重大事故等に比べてその

被害範囲が広範囲で不確定なものであり，重大事故等のように

損傷箇所がある程度限定された想定に基づく事故対応とは異な

る。そのため，発電所施設の被害状況等の把握を迅速に行うと

ともに，得られた情報及び残存する資源等の活用により，効果

的な対応を速やか，かつ臨機応変に選択し実行する。 

大規模損壊発生時は，共通要因で機能喪失することのない可

搬型重大事故等対処設備を活用した手順等で対応することによ

り，炉心損傷緩和，原子炉格納容器破損緩和等の措置を図る。 

 

 ４．対応の違いを踏まえた大規模損壊対応に係る体制の整備の考

え方 

３項で示した対応の違いはあるものの，被害状況等の把握を

迅速に行うとともに，得られた情報及び残存する資源等の活用

に対応するには，通常業務の組織体制における実務経験を活か

すことができる重大事故等に対応するための体制が最も有効に

機能すると評価できる。運用面においても重大事故等に対応す

るための体制で引き続き対応することは，迅速な対応を求めら

れる大規模損壊対応に適している。 

このように，大規模損壊対応に係る体制の整備として重大事

故等に対応するための体制で臨むことは有効である。 

ただし，中央制御室（当直（運転員）を含む）の機能喪失及

び重大事故等の対応で期待する重大事故等対処設備の一部が使

用できない等の大規模損壊時の特徴的な状況においても，夜間

及び休日（平日の勤務時間帯以外）も含めて流動性を持って柔

軟に対応できるよう体制を整備する。 

このため，大規模損壊発生時の体制は第1図から第4図に示す

重大事故等対応のための体制を基本としつつ，大規模損壊対応

のために必要な体制，要員，教育及び訓練，外部からの支援等

に関して，以下のとおり差異内容を考慮すべき事項として評価

し，付加分を整備，充実内容として整備する。 

なお，下記事項における技術的能力1.0と2.1に関する考え方

の相違点について項目ごとに別紙に整理する。 

 

 

 

 

4．対応の違いを踏まえた大規模損壊対応に係る体制の整備の考え

方 

3.項で示した対応の違いはあるものの，被害状況等の把握を

迅速に行うとともに，得られた情報，残存する資源等の活用に

対応するには，通常業務の組織体制における実務経験を活かす

ことができる重大事故等に対応するための体制が最も有効に機

能すると評価できる。運用面においても重大事故等に対応する

ための体制で引き続き対応することは，迅速な対応を求められ

る大規模損壊対応に適している。 

このように，大規模損壊対応に係る体制の整備として重大事

故等に対応するための体制で臨むことは有効である。 

ただし，中央制御室（運転員を含む。）の機能喪失及び重大事

故等の対応で期待する重大事故等対処設備の一部が使用できな

い等の大規模損壊時の特徴的な状況においても，夜間及び休日

（平日の勤務時間帯以外）も含めて流動性を持って柔軟に対応

できるよう体制を整備する。 

このため，大規模損壊発生時の体制は第１図から第３図に示

す重大事故等対応のための体制を基本としつつ，大規模損壊対

応のために必要な体制，要員，教育及び訓練，外部からの支援

等に関して，以下のとおり差異内容を考慮すべき事項として評

価し，付加分を整備，充実内容として整備する。 

なお，下記事項における技術的能力 1.0 と 2.1 に関する考え

方の相違点について項目ごとに別紙に整理する。 
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 (1) 体制の整備 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における参

集要員の参集遅延 

・中央制御室（当直（運転員）を含む）の機能喪失 

ｂ．整備，充実内容 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においては，

統括待機当番者（副原子力防災管理者）が指揮を執

る。統括待機当番者（副原子力防災管理者）がその

職務を遂行できない場合には，現場統括待機者が代

行する。 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，

大規模な自然災害が発生した場合には，要員参集ま

でに時間を要する可能性があるが，発電所構内に常

時確保する災害対策要員により，参集要員が参集す

るまでの当面の間は，事故対応が行えるよう体制を

整備する。 

・中央制御室（当直（運転員）を含む）が機能しない

場合においても，災害対策要員にて対応が可能な体

制を整備する。 

 

(2) 要員の配置 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・中央制御室（当直（運転員）を含む）の機能喪失 

ｂ．整備，充実内容 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における統

括待機当番者（副原子力防災管理者）を含む災害対

策要員は，分散して待機する。 

 

(3) 教育及び訓練 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・通常の指揮命令系統が機能しない場合への対応 

・初動で対応する要員を最大限に活用する観点から，

臨機応変な配置変更に対応できる知識及び技能を習

得するなど，流動性を持って柔軟に対応可能にする

こと 

ｂ．整備，充実内容 

・原子力防災管理者及び副原子力防災管理者に対し，

(1) 体制の整備 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における参

集要員の参集遅延 

・中央制御室（運転員を含む。）の機能喪失 

ｂ．整備，充実内容 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においては，

指示者（副原子力防災管理者）が指揮を執る。指示

者（副原子力防災管理者）がその職務を遂行できな

い場合には，連絡責任者が代行する。 

 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，

大規模な自然災害が発生した場合には，要員参集ま

でに時間を要する可能性があるが，発電所構内に常

時確保する重大事故等に対処する要員により，参集

要員が参集するまでの当面の間は，事故対応が行え

るよう体制を整備する。 

・中央制御室（運転員を含む。）が機能しない場合に

おいても，重大事故等に対処する要員にて対応が可

能な体制を整備する。 

 

(2) 要員の配置 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・中央制御室（運転員を含む。）の機能喪失 

ｂ．整備，充実内容 

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における指

示者（副原子力防災管理者）を含む重大事故等に対

処する要員は，分散して待機する。 

 

(3) 教育及び訓練 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・通常の指揮命令系統が機能しない場合への対応 

・初動で対応する要員を最大限に活用する観点から，

臨機応変な配置変更に対応できる知識及び技能を習

得するなど，流動性を持って柔軟に対応可能にする

こと 

ｂ．整備，充実内容 

・原子力防災管理者及び副原子力防災管理者に対し，
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通常の指揮命令系統が機能しない場合及び残存する

資源等を最大限に活用しなければならない事態を想

定した個別の教育及び訓練を実施する。 

・大規模損壊時に対応する手順及び資機材の取扱い等

を習得するための教育を定期的に実施する。 

・重大事故等対応要員については，役割に応じて付与

される力量に加え，被災又は想定より多い要員が必

要となった場合において，優先順位の高い緩和措置

の実施に遅れが生じることがないよう，本来の役割

以外の教育及び訓練の充実を図る。 

具体的には，大規模損壊発生時，まずアクセスル

ート確保作業を行った上で，原子炉注水又は放水砲

の対応が想定されるため，それらの活動を担当する

保修班員の災害対策要員（初動）については流動性

を持って活動できるよう教育・訓練を実施する。 

・自衛消防隊に含まれる協力会社社員並びに給水確保

等に当たる協力会社社員については，それぞれの活

動に必要な力量を付与できるよう，業務委託契約に

基づいた教育・訓練を実施する。 

・大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する

組織の実効性等を確認するための総合的な訓練を定

期的にかつ継続的に実施する。 

 （第1表，第2表，第3表，第4表参照） 

 

(4) 手順 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・大規模な火災の発生 

・重大事故等に比べて広範囲で不確定な被害 

・重大事故等時では有効に機能しない設備等が大規模

損壊のような状況下では有効に機能する場合も考え

られるため，事象進展の抑制及び緩和に資するため

の設備等の活用 

ｂ．整備，充実内容 

・大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順として，故意による大型航空機の衝突によ

る航空機燃料火災を想定し，化学消防自動車及び水

槽付消防ポンプ自動車によるアクセスルート消火の

手順に加え，技術的能力1.12で整備する可搬型代替

通常の指揮命令系統が機能しない場合及び残存する

資源等を最大限に活用しなければならない事態を想

定した個別の教育及び訓練を実施する。 

・大規模損壊時に対応する手順，資機材の取扱い等を

習得するための教育を定期的に実施する。 

・緊急時対策要員については，役割に応じて付与され

る力量に加え，被災又は想定より多い要員が必要と

なった場合において，優先順位の高い緩和措置の実

施に遅れが生じることがないよう，本来の役割以外

の教育及び訓練の充実を図る。 

具体的には，大規模損壊発生時，まずアクセスル

ート確保作業を行ったうえで，原子炉注水又は放水

砲の対応が想定されるため，それらの活動を担当す

る復旧班員については流動性を持って活動できるよ

う教育・訓練を実施する。 

・協力会社社員については，それぞれの活動に必要な

力量を付与できるよう，業務委託契約に基づいた教

育・訓練を実施する。 

 

・大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する

組織の実効性等を確認するための総合的な訓練を定

期的にかつ継続的に実施する。 

 （第１表，第２表，第３表参照） 

 

(4) 手順 

ａ．大規模損壊として考慮すべき事項 

・大規模な火災の発生 

・重大事故等に比べて広範囲で不確定な被害 

・重大事故等時では有効に機能しない設備等が大規模

損壊のような状況下では有効に機能する場合も考え

られるため，事象進展の抑制及び緩和に資するため

の設備等の活用 

ｂ．整備，充実内容 

・大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順として，故意による大型航空機の衝突によ

る航空機燃料火災を想定し，技術的能力1.12で整備

する化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車等に

よる初期消火の手順に加え，大型送水ポンプ車及び
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注水大型ポンプ及び放水砲を活用した手順を整備す

る。また，多様な消火手段として，可搬型代替注水

中型ポンプによる高所放水の手順を整備する。 

・大規模損壊対応に特化した手順として，現場での可

搬型計測器によるパラメータ監視手順等を整備す

る。 

 

(5) 本店対策本部体制の確立 

・大規模損壊発生時における本店対策本部の設置による

発電所への支援体制は，技術的能力1.0で整備する支援

体制と同様である。 

 

(6) 外部支援体制の確立 

・大規模損壊発生時における外部支援体制は，技術的能

力1.0で整備する外部支援体制と同様である。 

 

(7) 可搬型重大事故等対処設備の保管場所とアクセスルー   

  ト 

・大規模損壊発生時において可搬型重大事故等対処設備

は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常

設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのな

いよう外部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

 

(8) 資機材の配備 

・大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，

重大事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を

基に高線量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援

が受けられない状況を想定し配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水砲を活用した手順を整備する。 

 

 

・大規模損壊対応に特化した手順として，現場での可

搬型計測器によるパラメータ監視手順等を整備す

る。 

 

(5) 緊急時対策総本部体制の確立 

・大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置に

よる発電所への支援体制は，技術的能力1.0で整備する

支援体制と同様である。 

 

(6) 外部支援体制の確立 

・大規模損壊発生時における外部支援体制は，技術的能

力1.0で整備する外部支援体制と同様である。 

 

(7) 可搬型重大事故等対処設備の保管場所とアクセスルー 

  ト 

・大規模損壊発生時において可搬型重大事故等対処設備

は，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常

設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのな

いよう外部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

 

(8) 資機材の配備 

・大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，

重大事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を

基に高線量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援

が受けられない状況を想定し配備する。 
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第1図 災害対策本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 緊急時対策本部体制 
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第 2図 災害対策本部の初動体制及び全体体制の構成 

 

第 3図 災害対策本部の初動体制から全体体制への移行 

 

第２図 緊急時対策本部体制 

（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）） 
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第 4図 災害対策本部の要員（プルーム通過時） 

 

 

第３図 緊急時対策本部体制 

（プルーム通過時） 

 

 

 第 1表 大規模損壊対応に関する教育及び訓練 

 

第１表 大規模損壊対応に関する教育及び訓練 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

大規模特化として整

備する手順の相違 

教育訓練名 目的 内容 対象者 時間・頻度

大規模損壊対応教育
（指揮，状況判断）

大規模損壊時に通常の指揮命令系統が機
能しない場合及び残存する資源等を最大
限に活用しなければならない事態を想定
した対応の習得

・大型航空機の衝突により中央制御室（運転
　員を含む。）が喪失した場合の初動対応の
　指揮，状況判断
・残存する資源・設備が限定される場合の対
　応の優先順位

原子力防災管理者，
副原子力防災管理者

1回／年以上

大規模損壊対応訓練
（中央制御室喪失時の

代替措置）

大規模損壊時に中央制御室が喪失した場
合に，運転補助要員により実施する現場
操作に係る技術の習得

・可搬型計測器による現場でのパラメータ計
　測及び監視
・中央制御室損傷時の通信連絡
・高圧原子炉代替注水系の現場起動操作
・低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発
　電用原子炉への冷却の系統構成
・格納容器代替スプレイ系（可搬型）による
　原子炉格納容器内のスプレイの系統構成

運転補助要員 1回／年以上

大規模損壊対応訓練
（各班の活動，連携）

大規模損壊発生時に対応する組織とそれ
を支援する組織の実効性等の確認

・各班の活動
・各班の連携
・緊急時対策本部の意思決定
・緊急時対策総本部との連携
・通常の指揮命令系統が機能しない場合の対
　応（要員の損耗の考慮）

重大事故等に対処する
要員

1回／年以上

※教育訓練に使用する教育及び訓練の名称，頻度等は，今後の検討等により変更となる可能性がある。
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 第2表 保修班に対する知識及び技能の流動性 

 

 

第２表 復旧班に対する知識及び技能の流動性 

 

 

 

 第 3表 協力会社社員の活動範囲（災害対策要員（初動）） 

 

 

第３表 協力会社社員の活動範囲 

 

 

 第 4表 協力会社社員の活動範囲（参集要員） 
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 別紙 

 

技術的能力1.0と技術的能力2.1の体制整備に関する 

考え方の相違点について（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

技術的能力 1.0と技術的能力 2.1の体制整備に関する 

考え方の相違点について（１／２） 
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 技術的能力 1.0と技術的能力 2.1の体制整備に関する 

考え方の相違点について（2／2） 

 

 

技術的能力 1.0と技術的能力 2.1の体制整備に関する 

考え方の相違点について（２／２） 
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添付資料2.1.18 

 

大規模損壊の発生に備えて配備する資機材について 

 

大規模損壊発生時に想定される以下のa.～c.の環境下等にお

いて，緊急時対策要員等が事故対応を行うために必要な資機材

を表1 に示すとおり配備している。 

d.の資機材については，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所，6 

号及び7 号炉中央制御室において，必要数を配備することとし

ており，詳細を表2 に示す。 

 

e.の資機材については，詳細を表3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必

要な照明機能を有する資機材を配備する。 

b. 地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク

火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航

空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施するた

めに着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び消火設備を

配備する。 

c. 炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境

下において，事故対応のために着用するマスク，高線量対

応防護服及び個人線量計等の必要な資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

 

添付資料2.1.19 

 

大規模損壊の発生に備えて配備する資機材について 

 

大規模損壊発生時に想定される以下のａ．～ｄ．の環境下等に

おいて，災害対策要員等が事故対応を行うために必要な資機材を

第1表に示すとおり配備する。 

ｅ．の資機材については，緊急時対策所建屋及び中央制御室に

おいて必要数を配備することとしており，詳細を第2表に示す。 

 

 

ｆ．の資機材については，詳細を第3表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ａ．全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必要 

な照明機能を有する資機材を配備する。 

 ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク 

火災又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航 

空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施する 

ために着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び消火設 

備を配備する。 

ｃ．炉心損傷及び原子炉格納容器破損による高線量の環境下に 

おいて，事故対応のために着用する全面マスク，タイベッ 

ク，個人線量計等の必要な資機材を配備する。 

ｄ．化学薬品等が流出した場合に事故対応するために着用する 

マスク，長靴等の資機材を配備する。 

 

 

 

 

添付資料2.1.19  

 

大規模損壊の発生に備えて配備する資機材について 

 

大規模損壊発生時に想定される以下のａ.～ｄ.の環境下等にお

いて，緊急時対策要員が事故対応を行うために必要な資機材を第

１表に示すとおり配備している。 

ｅ.の資機材については，緊急時対策所，１，２号炉中央制御室，

３号炉中央制御室において，必要数を配備することとしており，

詳細を第２表に示す。 

 

ｆ.の資機材については，詳細を第３表に，ｇの資機材について

は，詳細を第４表，第１図及び第２図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ.全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必要

な照明機能を有する資機材を配備する。 

ｂ.地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火

災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航空機

燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施するために着

用する防護具，消火薬剤等の資機材及び大型送水ポンプ車，

放水砲等の消火設備を配備する。 

ｃ.炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下

において，事故対応のために着用する全面マスク，高線量対

応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配備する。 

ｄ.化学薬品等が流出した場合に事故対応するために着用する

マスク，長靴等の資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，緊急時

対策所から現場（屋内）

までの有線式通信設備

を配備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

使用する資機材を配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，化学薬

品等の流出時の資機材

配備について記載 

 

2.1-513



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

d. 大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も

事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資機材を

確保する。 

e. 大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外等

との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様な複

数の通信連絡設備を整備する。また，通常の通信連絡設備

が使用不能な場合を想定した通信連絡設備として，衛星電

話設備，無線連絡設備，携帯型音声呼出電話設備及び統合

原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を配備す

る。 

 

 ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も事 

   故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資機材を配 

備する。 

ｆ．大規模損壊発生時において，災害対策本部と現場間，発電 

所外等との連絡に必要な通信連絡手段を確保するために， 

多様な複数の通信連絡設備を配備する。また，通常の通信 

連絡手段が使用不能な場合を想定し，無線連絡設備，携行 

型有線通話装置，衛星電話設備及び統合原子力防災ネット 

ワークに接続する通信連絡設備を配備する。 

ｅ.大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も事

故対応を行うための防護具，線量計，食料等の資機材を確保

する。 

ｆ.大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外等と

の連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様な複数の

通信連絡設備を整備する。また，通常の通信連絡設備が使用

不能な場合を想定した通信連絡設備として，衛星電話設備，

無線通信設備，有線式通信設備及び統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備を配備する。 

 

ｇ．大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

使用する資機材を配備 

 

2.1-514



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表 1 重大事故等及び大規模損壊の発生に備えた資機材リスト 第 1表 重大事故等及び大規模損壊の発生に備えた資機材リスト

（1／2） 

第１表 重大事故等及び大規模損壊の発生に備えた資機材リスト ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

使用する設備の相違 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，「c.高

線量の環境下において

事故対応するために着

用するマスク及び線量

計等の資機材」及び「d.

化学薬品等が流出した

場合に事故対応するた

めに着用するマスク及

び長靴等の資機材」につ

いては，第２表にて記載 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，化学薬

品等の流出時の資機材

配備について記載 
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 第 1表 重大事故等及び大規模損壊の発生に備えた資機材リスト

（2／2） 

 

 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「c.高

線量の環境下において

事故対応するために着

用するマスク及び線量

計等の資機材」及び「d.

化学薬品等が流出した

場合に事故対応するた

めに着用するマスク及

び長靴等の資機材」につ

いては，第２表にて記載 
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表 2 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材(1/7) 

 

(1) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に保管する放射線管理用資 

機材及びチェンジングエリア用資機材等 

 

a. 防護具及び除染用資機材（被ばく管理・除染管理） 

 

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 外部支援を受けるまでの期間を想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計，食料等の資機材 

 

(1) 放射線防護資機材及びチェンジングエリア用資機材（緊急時 

対策所建屋） 

 

ａ．放射線防護具類（緊急時対策所建屋） 

 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（１／11） 

 

(1) 緊急時対策所に保管する放射線管理用資機材及びチェンジ 

ングエリア用資機材等 

 

ａ.防護具及び除染資材（被ばく管理・除染管理） 

 

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 資機材配備数の相違 
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b. 計測器（被ばく管理・汚染管理） 

 

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．放射線計測器（被ばく管理・汚染管理）（緊急時対策所建屋） 

 

※1 今後，訓練等で見直しを行う。 

※2 緊急時対策所建屋の可搬型モニタリング・ポスト（加圧判断 

用）については「監視測定設備」の可搬型モニタリング・ポ 

ストと兼用する。 

 

 

 

 

ｃ．薬品防護具類（緊急時対策所建屋） 

 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。 

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（２／11） 

 

ｂ.計測器（被ばく管理・汚染管理） 

  

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 

ｃ．薬品防護具類（緊急時対策所） 

 

※今後，訓練等で見直しを行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，化学薬

品等の流出時の資機材

配備について記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

 資機材配備数の相違 

品名 配備数※ 考え方 

化学防護服 

40セット 

装備品一式を１セットとして配備す

る。 

40名（１号及び２号炉対応の現場復旧

班要員 24名＋放射線管理班要員４名

＋余裕） 

化学防護手袋 

化学防護長靴 

全面マスク 

チャコールフィルタ 
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表 2 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材(2/7) 

c. チェンジングエリア用資機材及び除染資材

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。）

ｄ．チェンジングエリア用資機材（緊急時対策所建屋） 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（３／11） 

ｄ.チェンジングエリア用資機材 

※１ 今後，訓練等で見直しを行う

※２ 約 130m2（床，壁の養生面積（エリア全面張替え１回分））

×２（補修張替え等）÷90m2/巻×1.5 倍≒５巻（養生シー

ト損傷，汚染時等）

※３ ５個（各エリア間設置箇所数）

※４ ２枚(設置箇所数)×２（汚染時の交換用）＝４枚

※５ ８個（設置箇所数）

※６ ８枚（設置箇所）×３枚/日（１日交換回数）×７日×1.5

倍＝252枚→300 枚 

※７ 約 230m（養生エリアの外周距離（エリア全面張替え１回分））

×２（補修張替え等）÷30m/巻×1.5 倍＝23巻→24 巻（養

生シート損傷，汚染時等） 

※８ 1,200枚/箱（除染等）

※９ 120枚/個（除染等）

※10 960mm×960mm×1,600mm（除染エリア設置）

※11 ３本（設置箇所数）

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 
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表 2 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材(3/7) 

 

d. 飲食料 

 

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。） 

 

 

 

e. その他資機材 

 

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．その他資機材（緊急時対策所建屋） 

 

※ 飲料水1.5ℓ容器での保管の場合（要員1名当たり1日3ℓを目安

に配備）※ 飲料水1.5ℓ容器での保管の場合（要員1名当たり1日

3ℓを目安に配備） 

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（４／11） 

 

ｅ.飲食料等 

 

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 

ｆ．その他資機材 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，飲食料等 

についてｅ．その他資機 

材（緊急時対策所建屋） 

にて記載 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，飲食料

等についてｅ．飲食料等 

にて記載 
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表 2 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材(4/7) 

 

(2) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に配備する原子力災害対 

策活動で使用する主な資料 

 

 

 

 

 

 

 

 第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（５／11） 

 

(2) 緊急時対策所に配備する原子力災害対策活動で使用する 

資料 
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表 2 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材(5/7) 

 

(3) 6 号及び 7 号炉中央制御室に保管する放射線管理用資機材及

びチェンジングエリア用資機材等 

 

a. 防護具及び除染用資機材（被ばく管理・除染管理） 

 

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 中央制御室等に保管する放射線管理用資機材及びチェン 

ジングエリア用資機材等 

 

ａ．放射線防護具類（中央制御室※１） 

 

※1 運転員等は交替のために中央制御室に向かう際に，緊急時対 

策所建屋より防護具類を持参する。 

※2 今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 

 

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（６／11） 

 

(3) １，２号炉中央制御室に保管する放射線管理用資機材及びチ

ェンジングエリア用資機材等 

 

ａ.防護具及び除染用資機材（被ばく管理・除染管理） 

 

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 

2.1-522



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

b. 計測器（被ばく管理・汚染管理） 

 

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．放射線計測器（被ばく管理・汚染管理）（中央制御室） 

 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．薬品防護具類（中央制御室） 

 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（７／11） 

 

ｂ.計測器（被ばく管理・汚染管理） 

 

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 

 

ｃ．薬品防護具類（１，２号炉中央制御室） 

 

※今後，訓練等で見直しを行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，化学薬

品等の流出時の資機材

配備について記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

 資機材配備数の相違 
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表 2 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材(6/7) 

c. チェンジングエリア用資機材及び除染資材

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。）

ｄ．チェンジングエリア用資機材（中央制御室） 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（８／11） 

ｄ.チェンジングエリア用資機材 

※１ 今後，訓練等で見直しを行う。

※２ 約35m2（床，壁の養生面積）×３（エリア全面張替え１回

分＋補修張替え等）÷90m2/巻×1.5倍≒２巻（養生シート

損傷，汚染時等） 

※３ ４個（各エリア間設置箇所数）

※４ ２枚(設置箇所数)×２（汚染時の交換用）＝４枚

※５ ６個（設置箇所数）

※６ ６枚（設置箇所）×３枚/日（１日交換回数）×７日×1.5

倍＝189枚→200枚 

※７ 約80m（養生エリアの外周距離）×３（エリア全面張替え１

回分＋補修張替え等）÷30m/巻×1.5倍＝12巻（養生シート

損傷，汚染時等） 

※８ 1,200枚/箱（除染等）

※９ 120枚/個（除染等）

※10 960mm×960mm×1,600mm（除染エリア設置）

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 

2.1-524



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表 2 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材(7/7) 

d. 飲食料等

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。）

e. その他資機材

※予備を含む。（今後，訓練等で見直しを行う。）

ｅ．飲食料等（中央制御室） 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。

ｆ．その他資機材（中央制御室） 

※ 今後，訓練等で見直しを行う。

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（９／11） 

ｅ．飲食料等 

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う）

ｆ.その他資機材 

※予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う）

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

資機材配備数の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（10／11） 

 

(4) ３号炉中央制御室に保管する放射線管理用資機材等 

 

ａ.防護具及び除染用資機材（被ばく管理・除染管理） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，３号炉

の中央制御室に常駐す

る運転補助要員用の放

射線管理用資機材等を

配備 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第２表 外部支援が受けられないことを想定した事故対応を 

行うための防護具，線量計及び食料等の資機材（11／11） 

ｂ.計測器（被ばく管理） 

ｃ.薬品防護具類（３号炉中央制御室） 

ｄ.その他資機材 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，３号炉

の中央制御室に常駐す

る運転補助要員用の放

射線管理用資機材等を

配備 
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表 3 通信連絡設備の確保(1/2) 

 

(1)発電所内の通信連絡設備 

 

※通常の通信連絡設備が使用不能な場合 

 

(2)発電所内外の通信連絡設備 

 

※通常の通信連絡設備が使用不能な場合 

 

 

 

 

第3表 通信連絡設備の確保 

 

(1) 発電所内の通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発電所内外の通信連絡設備 

 
 

 

第３表 通信連絡設備の確保（１／３） 

 

 

第３表 通信連絡設備の確保（２／３） 

 

 

第３表 通信連絡設備の確保（３／３） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7号炉は，屋外 

と中央制御室，緊急時対 

策所との連絡用として 

5 号炉屋外緊急連絡用 

インターフォンを設置 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

使用する設備の相違 
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表 3 通信連絡設備の確保(2/2) 

 

(3)発電所外の通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 発電所外の通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

使用する設備の相違 
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第４表 大規模損壊に特化した手順に使用する資機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

使用する資機材を配備 
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（注）屋外は緊急時対策所から原子炉建物西側の入口までの敷設長が 1,140ｍであり，

これを満足する有線式通信設備用中継コード 6 台（200ｍ/台）を緊急時対策所

近傍の免震重要棟に保管する。 

 

第１図 有線式通信設備用中継コード屋外敷設ルート図 

 

 

 

第２図 有線式通信設備用中継コード屋内敷設ルート図 

（「号炉間電力融通電気設備による給電」 

（自主対策設備）による例） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，緊急時

対策所から現場（屋内）

までの有線式通信設備

を配備 
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添付資料2.1.19 

 

 

 

 

添付資料2.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.20 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，対応状

況が本文等の別箇所に

記載されている場合は，

再度記載はせず引用箇

所のみ記載している 

（以下，添 2.1.20－①

の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
計
基
準
対
象
施
設
に
係
る
要
求
事
項
に
対
す
る
大
規

模
損
壊
で
の
対
応
状
況

 

設
計
基
準
対
象
施
設
に
係
る
要
求
事
項
に
対
す
る
大
規
模
損

壊
で
の
対
応
状
況

 

設
計
基
準
対
象
施
設
に
係
る
要
求
事
項
に
対
す
る
大
規
模
損
壊
に
お
け
る
対
応
状
況
（
1／

1
1）

 

 

2.1-532



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

設
計

基
準
対
象
施
設
に
係
る
要
求
事
項
に
対
す
る
大
規
模
損
壊
に
お
け
る
対
応
状
況
（
2／

1
1）

 

 

  

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1.20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

 添 2.1. 20－①の相違 
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添付資料2.1.20 

 

大規模損壊発生時における放射線防護に係る対応について 

 

大規模損壊発生時，作業者は，個人線量計を装着し，緊急作

業従事者は緊急作業に係る線量限度（100ｍSv 又は250mSv），緊

急作業従事者でない者は通常の線量限度（50mSv/年，100mSv/5 

年）を超えないように確認を行う。また，放射性物質の放出後，

放射性物質濃度の高い場所で作業を行う場合は，全面マスク等

の放射線防護具を装着する。 

 

 

 

 

 

なお，プラントの状況把握の困難な大規模損壊初動対応にお

いては，副原子力防災管理者又は当直長が，プラント状況（炉

心損傷の可能性，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プールか

らの漏えいの有無等）を考慮し，大気に放出された放射性物質

が大規模損壊対応に影響を与える可能性がある場合，放射線防

護具類の着用を指示する。 

以下に，大規模損壊対応及び消火活動対応に必要な装備品に

ついて整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料2.1.21 

 

大規模損壊発生時における放射線防護に係る対応について 

 

大規模損壊発生時，現場作業等を行う要員は，個人線量計を装

着し，緊急作業従事者は緊急作業に係る線量限度（100mSv 又は

250mSv）※，緊急作業従事者でない者は通常の線量限度（50mSv／

年，100mSv／5 年）を超えないように確認を行う。また，放射性

物質の放出後，放射性物質濃度の高い場所で作業を行う場合は，

全面マスク等の放射線防護具を装着する。 

※ 原子力災害対策特別措置法第 10 条事象の一部及び第 15 条

事象に該当する事象が発生する前は 100mSv，発生した後は

250mSvが，緊急作業従事者全員に適用される。 

 

 

なお，大規模損壊発生時における放射線防護に係る対応につい

ては，当直発電長又は災害対策本部長代理が，プラント状況（炉

心損傷の可能性，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プールから

の漏えいの有無等）を考慮し，大気に放出された放射性物質が大

規模損壊対応に影響を与える可能性がある場合，放射線防護具類

の着用を指示する。 

以下に，大規模損壊対応及び消火活動対応に必要な装備品につ

いて整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.21 

 

大規模損壊発生時における放射線防護に係る対応について 

 

大規模損壊発生時，作業者は，個人線量計を装着し，緊急作業

従事者は緊急作業に係る線量限度（100mSv 又は 250mSv）※，緊急

作業従事者でない者は通常の線量限度（50mSv/年，100mSv/5年）

を超えないように確認を行う。また，放射性物質の放出後，放射

性物質濃度の高い場所で作業を行う場合は，全面マスク等の放射

線防護具類を装着する。 

※ 原子力災害対策特別措置法第十条事象の一部及び第十五条

事象に該当する事象が発生する前は 100mSv，発生した後は

250mSvが，緊急作業従事者全員に適用される。 

 

 

なお，プラントの状況把握が困難な大規模損壊初動対応におい

ては，緊急時対策本部が，プラント状況（炉心損傷の可能性，原

子炉格納容器の破損，燃料プールからの漏えいの有無等）を考慮

し，大気に放出された放射性物質が大規模損壊対応に影響を与え

る可能性がある場合，放射線防護具類の着用を指示する。 

 

以下に，大規模損壊対応及び消火活動対応に必要な装備品につ

いて整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急作

業の適用に関する概要

を記載 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，装備類

の選定を緊急時対策本

部が判断及び指示 
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1. 大規模損壊対応時に着用する装備品について 

 

 

 

 

表1 プラント対応時の装備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 大規模損壊対応時に着用する装備品について 

大規模損壊対応時に着用する装備品として，第 1 表にプラン

ト対応時の装備品，第 2表に火災対応時の装備品を示す。また，

第 3表に緊急作業に係る線量限度を示す。 

 

第 1表 プラント対応時の装備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 大規模損壊対応時に着用する装備品について 

 

 

 

 

第１表 プラント対応時の装備品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

使用する設備の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎6/7，東海第二】

島根２号炉は，汚染防 

護服着用時間は短時間 

であることから，緊急時 

対策所帰還後の除染対 

応等を考慮し，炉心損傷 

の徴候等がある場合は 

必要な放射線防護具類

を全て着用する運用 
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表 2 火災対応時の装備品 

 

 

 

 

表 3 緊急作業に係る線量限度 

 

（女子については，妊娠する可能性がないと診断された者に限る。） 

 

 

2. 放射線防護具等の携行について 

大規模損壊対応において，作業者は，各箇所に配備されてい

る装備品一式を携行し，副原子力防災管理者又は当直長の指示

により必要な放射線防護具の着用を行う。 

 

なお，個人線量計については，被ばく管理のため必ず着用し，

各対応を行う。 

(1)配備箇所 

・中央制御室 

 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

(2)携行品一式 

・放射線防護具：タイベック，ゴム手袋，全面マスク，個人 

線量計 

 

 

 

 

第 2表 火災対応時の装備品  

 

 

 

 

 

 

 

第 3表 緊急作業に係る線量限度 

 

 

2. 放射線防護具等の携行について 

大規模損壊対応において，現場作業等を行う要員は，各箇所

に配備されている装備品一式を携行し，当直発電長又は災害対

策本部長代理の指示により必要な放射線防護具類の着用を行

う。 

なお，個人線量計については，被ばく管理のため必ず着用し，

各対応を行う。 

(1) 配備箇所 

・中央制御室 

 

・緊急時対策所建屋 

(2) 携行品一式 

・放射線防護具：綿手袋，ゴム手袋，タイベック，全面マ

スク 

 

 

 

 

第２表 火災対応時の装備品 

 

 

 

 

 

第３表 緊急作業に係る線量限度 

 

 

 

２．放射線防護具等の携行について 

大規模損壊対応において，作業者は，各箇所に配備されてい

る装備品一式を携行し，緊急時対策本部の指示により必要な放

射線防護具類の着用を行う。 

 

なお，個人線量計については，被ばく管理のため必ず着用し，

各対応を行う。 

（１）配備箇所 

・１，２号炉中央制御室 

・３号炉中央制御室 

・緊急時対策所 

（２）携行品一式 

・放射線防護具：全面マスク，チャコールフィルタ，汚染 

防護服，綿手袋，帽子，靴下，ゴム手 

袋，その他資機材 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

使用する設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，装備類

の選定を緊急時対策本

部が判断及び指示 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，３号炉

中央制御室に常駐して

いる運転補助要員用の

放射線防護具類を配備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

使用する設備の相違 
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3. 火災対応時の装備品について 

大規模損壊時の消火活動の装備品については，中央制御室，

又は出入管理所等に配備してある防火服及びセルフエアセット

等の必要な装備品を着用し消火対応を行う。 

 

(1)装備品 

・個人線量計 

・全面マスク又はセルフエアセット 

・防火服 

 

4. 大規模損壊対応時の留意事項 

作業者は，個人線量計を携帯するとともに，適時，線量を確

認し，自身の被ばく状況を把握する。 

作業者は，被ばく管理のため，消火活動時の滞在箇所，滞在

時間及び被ばく線量等の情報を確認・記録する。 

予期せぬ放射線量の上昇が確認された場合は，その場を一時

的に離れ，発電所対策本部（対策本部設置前であれば，副原子

力防災管理者又は当直長）の指示により対応する。 

3. 火災対応時の装備品について 

大規模損壊時の消火活動の装備品については，中央制御室又

は緊急時対策所建屋等に配備する消防服等の必要な装備品を着

用し消火対応を行う。 

 

(1) 装備品 

・個人線量計 

・全面マスク，空気呼吸器，自給式呼吸用保護具 

・消防服 

 

4. 大規模損壊対応時の留意事項 

現場作業等を行う要員は，個人線量計を着用するとともに，

適示，線量を確認し，自身の被ばく状況を把握する。 

現場作業等を行う要員は，被ばく管理のため，消火活動時の

滞在箇所，滞在時間及び被ばく線量等の情報を確認・記録する。 

予期せぬ放射線量の上昇が確認された場合は，その場を一時

的に離れ，発電所災害対策本部の指示により対応する。 

 

３．火災対応時の装備品について 

大規模損壊時の消火活動の装備品については，管理事務所，

又は２号炉廃棄物処理建物通路（チェックポイント付近）等に

配備している防火服，セルフエアーセット等の必要な装備品を

着用し消火対応を行う。 

（１）装備品 

・個人線量計 

・全面マスク等又はセルフエアーセット 

・防火服 

 

４．大規模損壊対応時の留意事項 

作業者は，個人線量計を着用するとともに，適時，線量を確

認し，自身の被ばく状況を把握する。 

作業者は，被ばく管理のため，消火活動時の滞在箇所，滞在

時間，被ばく線量等の情報を確認・記録する。 

予期せぬ放射線量の上昇が確認された場合は，その場を一時

的に離れ，緊急時対策本部の指示により対応する。 
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添付資料 2.1.22 

 

重大事故等に対処する要員の確保に関する基本的な 

考え方について 

 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等

が発生した場合でも速やかに対策を行えるよう，発電所内に必要

な重大事故等に対処する要員（運転員，緊急時対策要員及び自衛

消防隊）を常時確保する。 

 

重大事故等の対応で，高線量下における対応が必要な場合にお

いても，社員で対応できるよう重大事故等に対処する要員を確保

する。 

所定の重大事故等に対処する要員に欠員が生じた場合は，夜間

及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含め重大事故等に対処する

要員の補充を行うとともに，そのような事態に備えた重大事故等

に対処する要員の体制に係る管理を行う。 

重大事故等に対処する要員の補充の見込みが立たない場合は，

原子炉停止等の措置を実施し，確保できる重大事故等に対処する

要員で，安全が確保できる発電用原子炉の運転状態に移行する。 

また，あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間及び休日（平

日の勤務時間帯以外）を含めて必要な重大事故等に対処する要員

を非常召集できるよう，定期的に連絡訓練を実施する。 

 

1.発電所対策本部の要員参集 

平日の勤務時間帯に原子力警戒態勢又は緊急時態勢が発令さ

れた場合，電話，サイレン吹鳴，所内放送，ページング等にて

発電所構内の緊急時対策要員に対して非常召集を行い，発電所

対策本部を設置した上で活動を実施する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に原子力警戒態勢又

は緊急時態勢が発令された場合，発電所対策本部体制が立ち上

がるまでの間については，運転員及び発電所内に常駐している

緊急時対策要員を主体とした初動体制を確立し，迅速な対応を

図る。 

また，平日勤務時間中，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）いずれの場合においても，緊急時対策所で初動態勢時に対

応する要員は，対応者（執務できない場合の交替者を含む）を

明確にしたうえで，5 号炉定検事務室又はその近傍，及びその

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，添付資

料 2.1.18 重大事故等と

大規模損壊対応に係る

体制整備等の考え方に

て記載 
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他 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所へのアクセス性を考慮した

場所の建屋内又はその近傍で分散して執務若しくは宿泊するこ

ととし，非常召集時は 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に参集

する。 

 

(1)運転員 

6 号及び 7 号炉について，中央制御室の運転員は，当直長，

当直副長，当直主任，現場支援担当，当直副主任，主機操作

員及び補機操作員の計 18 名／直を配置している。 

重大事故時には事故発生号炉の当直副長が，重大事故等対

策に係る運転操作に関する指揮・命令・判断を行い，中央制

御室で運転操作を行う運転員及び現場で対応する運転員は，

当直副長指示のもと重大事故等対策の対応を行うために整備

された手順書に従い事故対応を行う。 

当直長は適宜，発電所対策本部の号機班長と連携しプラン

ト対応操作の状況を報告する。 

なお，運転員の勤務形態は，通常サイクル 5 班 2 交替で運

用しており，重大事故時においても，中長期での運転操作等

の対応に支障が出ることがないよう，通常時と同様の勤務形

態を継続することとしていること，及び重大事故の対応に当

たっては号炉ごとに完結できるよう，号炉ごとに中央制御室

運転員 2 名，現場運転員 4 名（2 人 1 組で 2 チーム）の体

制を整えていること，また作業に当たり被ばく線量が集中し

ないよう配慮する運用としていることから，特定の運転員に

作業負荷や被ばく線量が集中することはない。 

また，柏崎刈羽原子力発電所 1～5 号炉には 22 名の運転員

が当直業務を行っており，発電所に緊急時態勢が発令された

場合，必要に応じて速やかに各号炉の使用済燃料プールに保

管されている燃料に対する必要な措置を実施することによ

り，複数号炉の同時被災の場合にも適切に対応できる。具体

的には，使用済燃料プール水位の監視を実施するとともに，

スロッシングや使用済燃料プールの損傷による水位低下に対

し，常設設備等を使用した冷却水補給操作等の必要な措置を

実施する。使用済燃料プールへ注水する操作については，復

旧班（1～5 号炉）が当たる。 

また，使用済燃料プールのライナーが損傷し，ライナード

レン集合部分においても破断した場合，使用済燃料プールか

ら大量の冷却水漏えいが発生するが，1～5 号炉は 3 年以上
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運転を停止しており，炉心から使用済燃料プールへ取り出さ

れた燃料の崩壊熱は十分に低いことから直ちに使用済燃料プ

ールに貯蔵している燃料の著しい損傷により放射性物質が放

出されるおそれはない。このため，発電所外から参集要員が

参集した時点で 1～5 号炉の使用済燃料プールへ注水する操

作の対応に当たることとする。 

 

(2)発電所内に常駐している緊急時対策要員 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）には，発電所内に

常駐している緊急時対策所にて 6 号及び 7 号炉の対応を行

う要員 28 名（意思決定・指揮を行う要員 4 名，実施組織と

して現場対応を行う要員 12 名，技術支援組織として情報収

集・計画立案を行う要員 5 名，運営支援組織として対外対応

を行う要員 5 名及びロジスティック・リソース管理を行う要

員 2 名），現場で対応を行う復旧班要員 14 名（注水隊 4 名，

送水隊 2 名，電源隊 6 名，瓦礫隊 2 名），チェンジングエリ

アの設営等を行う保安班要員 2 名の合計 44 名（1～7 号炉の

対応を行う必要な要員は合計 50 名）を非常召集し，発電所

対策本部の初動体制を確立するとともに，各要員は任務に応

じた対応を行う。 

なお，6 号及び 7 号炉の対応を行う緊急時対策要員は合計

44 名（1～7 号炉の対応を行う必要な要員は合計 50 名）が

発電所内に常駐しており，重大事故等時においても，中長期

での緊急時対策所や現場での対応に支障が出ることがないよ

う，緊急時対策要員は交替で対応可能な人員を確保している

こと及び重大事故等の対応に当たっては作業ごとに対応可能

な要員を確保し，対応する手順において役割と分担を明確化

していること，また，作業に当たり被ばく線量が集中しない

よう配慮する運用としていることから，特定の現場要員に作

業負荷や被ばく線量が集中することはない。 

自衛消防隊（消防車隊）6 名については，24 時間常駐して

おり，火災発生時に速やかに火災現場へ出動する。 

緊急時対策要員の常駐場所と参集方法については別紙に示

す。 

 

(3)発電所外から発電所に参集する緊急時対策要員 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発

生した場合に，発電所外にいる緊急時対策要員を速やかに非
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常召集するため，「自動呼出・安否確認システム」，「通信連絡

手段」等を活用し，要員の非常召集を行う。 

新潟県内で震度 6 弱以上の地震が発生した場合には，非常

召集連絡がなくても自発的に発電所に参集する。 

地震等により家族，自宅等が被災した場合や自治体からの

避難指示等が出された場合は，家族の身の安全を確保した上

で参集する。 

参集場所は，基本的には柏崎エネルギーホール又は刈羽寮

とするが，発電所の状況が入手できる場合は，直接発電所へ

参集可能とする。 

柏崎エネルギーホール又は刈羽寮に参集した要員は，発電

所対策本部と非常召集に係る以下の確認，調整を行い，発電

所に集団で移動する。 

①発電所の状況，召集人数，必要な装備（放射線防護服，

マスク，線量計を含む） 

②召集した要員の確認（人数，体調等） 

③持参品（通信連絡設備，懐中電灯等） 

④天候，災害情報（道路状況含む）等 

⑤参集手段（徒歩，自動車等），参集予定時刻 

⑥参集場所 

 

(4)非常召集となる要員 

発電所対策本部（全体体制）については，発電所員約 1,120

名のうち，約 900名（平成 29年 4月現在）が柏崎市又は刈羽

村に在住しており，数時間で相当数の要員の非常召集が可能

である。 

以上のように，様々な事態を想定して重大事故等対策に係

る緊急時対策要員を確保する方針としていることから，必要

な要員は確保できるものと考えているが，大規模損壊におい

ては，不測の事態が発生することも考えられ，限られた人的

資源により対応が必要となる場合も想定される。 

この場合，原子力防災管理者は，プラント情報を基に放射

性物質の放出低減の観点で最も優先すべき対応を決定し，そ

の対応に必要な要員を重点的に割り当てる。 

そのため，要員の多様化を図る。また，事故進展は時々刻々

と変化することを認識し，各プラントの状況を常に確認しつ

つ，必要な対応を適切に行うよう努める。 
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別紙 

 

緊急時対策要員の常駐場所と参集方法 

 

大規模損壊発生時における緊急時対策要員の動きについて

は以下のとおり。 

 

・ 平日勤務時間中，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

いずれの場合においても，緊急時対策所で初動態勢時に

対応する要員は，対応者（執務できない場合の交替者を

含む）を明確にしたうえで，5 号炉定検事務室又はその

近傍，及びその他 5 号炉原子炉建屋緊急時対策所への

アクセス性を考慮した場所の建屋内又はその近傍で分

散して執務若しくは宿泊することとし，非常召集時は 5 

号炉原子炉建屋内緊急時対策所に参集する。 

・ 自衛消防隊については，自衛消防隊詰め所に 24 時間常

駐しており，火災発生時に速やかに火災現場へ出動す

る。 

 

 

図 1 事務本館，緊急時対策所等の位置関係 
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添付資料 2.1.23 

 

重大事故等に対処する要員に対する教育及び訓練内容について 

 

重大事故等に対処する要員（緊急時対策要員，運転員及び自衛

消防隊全体をいう。）は，常日頃から重大事故等発生時の対応のた

めの教育及び訓練を実施することにより，事故対応に必要な力量

の習得を行い，当該事故等発生時においても的確な判断のもと，

平常心をもって適切な対応操作が行えるように準備している。 

 

１．運転員の教育及び訓練（表 1，4，5 参照） 

運転員に対する教育及び訓練については，机上教育にて重大

事故の現象に対する幅広い知識を付与するため，重大事故時の

物理挙動やプラント挙動等の教育を実施する。また，知識の向

上と実効性を確認するため，自社のシミュレータ又は BWR 運転

訓練センターにてシミュレーション可能な範囲において，対応

操作訓練を実施する。 

また，運転員は，通常時に実施する項目を定めた手順書に基

づき，設備の巡視点検，定例試験及び運転に必要な操作を行う

ことにより，普段から，設備についての習熟を図る。 

 

２．実施組織（運転員を除く）に対する教育及び訓練 

（表 2，4，5参照） 

実施組織（運転員を除く）の重大事故等に対処する要員に対

する教育及び訓練については，机上教育にて重大事故の現象に

対する幅広い知識を付与するため，役割に応じてアクシデント

マネジメントの概要について教育するとともに，重大事故時の

物理挙動やプラント挙動等の教育を実施する 

また，発電用原子炉施設の冷却機能の回復のために必要な電

源確保及び可搬型設備を使用した給水確保等の対応操作を習得

することを目的に，手順や資機材の取り扱い方法等の個別訓練

を，年１回以上実施する。 

実施組織のうち保全部員は，技能訓練施設にてポンプ，弁設

備の分解点検，調整，部品交換の実習を社員自らが実施するこ

とにより技能及び知識の向上を図る。さらに，設備の点検にお

いては，保守実施方法をまとめた社内マニュアルに基づき，現

場に立ち，巡視点検，分解機器の状況確認，組立状況確認及び

試運転の立会確認を行うとともに，施工要領書の内容確認及び

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 
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作業工程検討等の保守点検活動を行うことにより，普段から，

設備についての習熟を図る。 

 

３．支援組織に対する教育及び訓練（表 3，4参照） 

支援組織に対する教育及び訓練については，机上教育にて支

援組織の位置付け，実施組織との連携及び資機材等に関する教

育に加え，役割に応じた個別訓練を実施する。 

 

また，実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認する

ための総合訓練を年１回以上実施する。 

これらの重大事故等対策訓練については，発電用原子炉施設

の冷却機能の回復のために必要な電源確保及び可搬型設備を使

用した給水確保等の対応操作を習得することを目的に，手順の

内容理解（作業の目的，事故シーケンスとの関係等）や資機材

の取り扱い方法等の習得を図るため個別訓練等を年 1 回以上実

施する。 

さらに，訓練においては，悪条件（高線量下，夜間，悪天候

（降雨，降雪，強風等）及び照明機能低下等）を想定し，必要

な防護具等を着用した訓練も実施する。 

なお，重大事故等対策に使用する資機材及び手順書について

は，担当箇所にて適切に管理しており，訓練の実施に当たって

は，これらの資機材及び手順書を用いて実施し，訓練より得ら

れた改善点を適宜反映する。 
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添付資料2.1.24 

 

現場要員の多能化について 

 

緊急時対策要員については，臨機応変な配員変更に対応できる

知識及び技能習得による要員の多能化を計画的に実施する。 

常時確保する緊急時対策要員（現場部隊）の部隊別要員数と対

応可能とする現場作業を表１に記す。現場要員は，所属する部隊

の主たる業務だけで無く，その他付与する業務についても教育・

訓練を受ける。 

 

表１ 緊急時対策要員（現場部隊）の部隊別要員数と対応可能

とする現場作業 

 

 

【凡例】◎：主たる業務，○：その他付与する業務， 

○[監視]：がれき撤去の安全監視員，－：対象外 

※ 注水隊，送水隊，電源隊の合計10 名のうちの少なくとも1 名

は，がれき撤去作業（重機作業）の力量を有する要員を割り当

てる。 

 

表１のとおり，各現場部隊に対し，対応可能とする現場作業を

予め定めることで，万一要員の損耗が発生した場合においても，

損耗した要員が担っていた業務を代替できる力量を有する要員を

割り当てることが可能となり，各現場作業を継続して実施できる。

なお，代替できる要員がいずれも作業中である場合，単一号炉の

被災時は当該号炉の号機統括の判断に基づき，複数号炉間での判

断が必要な場合は発電所対策本部長の判断に基づき優先度の高い

作業より順次実施する。 

また，電源隊については他の部隊が対応可能となるようにして

いないが，重大事故等時における初動で必要となる常設代替交流

電源設備（第一ガスタービン発電機）の起動及び監視の対応では，

2 名を確保することで対処が可能であり，万一電源隊の要員の損

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，添付資

料 2.1.18 重大事故等と

大規模損壊対応に係る

体制整備等の考え方に

て記載 

2.1-566



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

耗が発生した場合においても，残りの電源隊の要員で初動対応は

可能である。 

給油活動が開始されるのは，給油対象となる可搬型設備の設置

が概ね完了した後であり，常時確保要員数に余裕のある状態とな

っている可能性が高いと考えられるが，本検討で実施したケース

スタディにおいて，給油活動において要員の損耗が発生しても，

代替要員は確保でき給油活動を継続できることを確認した。 
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添付資料2.1.25 

 

初動対応要員の分散配置について 

 

1. 分散配置 

① 配置場所：5 号炉定検事務室又はその近傍，第二企業センタ

ー又はその近傍の2 箇所 

（図1 参照） 

② 分散方法 

本部要員：各機能における本部要員を分散配置（32 名のうち

18 名を5 号炉定検事務室又はその近傍に，残り

の14 名を第二企業センター又はその近傍に配

置） 

・必要な機能は「意思決定・指揮機能」「情報収

集・計画立案機能」「現場対応機能」「対外対

応機能」「ロジスティック・リソース管理機能」 

・現場対応機能の復旧班員2 名は，可搬型電源設

備立上げ等の緊急時対策所立上げに必要な要員

として5 号炉定検事務室に配置 

現場要員：5 号炉定検事務室又はその近傍に初動に必要な要

員を配置：6 名 

・可搬型陽圧化空調機立ち上げ：保安班2 名 

・現場対応準備：復旧班4 名 

（即応が必要なTBP 対応のうち，プラント近傍で

作業する注水隊4 名） 

第二企業センター又はその近傍に残りの要員を

配置：13 名 

 

2. 分散配置の成立性 

①5 号炉定検事務室の要員が全員損耗したと想定 

 大型航空機衝突で損耗した場合，5 号炉サービス建屋が

破壊され，5号炉原子炉建屋へ大型航空機が突入すること

となる。この場合，6 号及び7 号炉に影響はない。 

 影響が生じる5 号炉には，SFP への注水が必要となるが，

その対応は第二企業センターに残る要員で対応可能。 

 なお，現場要員である復旧班4 名（注水隊）が損耗した

としても，注水，送水，電源，がれき撤去，給油の機能

を有する要員は残ることから，機能が喪失することはな

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策要員（運転員９名，

放射線管理要員２名を

除く）は免震重要棟に宿

直する 
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い。 

②第二企業センターの要員が全員損耗したと想定 

 大型航空機衝突で損耗した場合，第二企業センターの執

務・宿泊場所は破壊されるものの，プラントへの影響は

ない。 

 したがって，火災への対応が必要となるものの，自衛消

防隊等で対応可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 配置場所 
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